
港区マンション再生法容積率等許可に係るスケジュール 

マンション再生法容積率等許可 建築確認 関連計画等（第９号様式関係） 

 

 

  

 

※１ 事前及び本建築審査会にあたっては、担当者と十分に資料の調整を行ってください。 

※２ 公聴会は、事務取扱要領等により対象規模や詳細な手続きを定めております。 

※３ 許可手続き期間は、公聴会の有無や建築審査会の開催日により異なります。 

事前協議 標識設置 

近隣説明会 

報告書提出 

事前相談 

事前協議書 

行為の届出 

要除却等認定申請 

要除却等認定 

(事前) 

建築審査会 

容積率等許可申請 

公聴会※２ 

(本)建築審査会※１ 

消防 

許可通知書の交付 

事前協議 

紛争予防条例 景観 その他 

事前協議 

確認申請 

（同意・決裁） 

（同意・決裁） 

届出等 

確認済証 

工事 

完了検査申請 

検査済証 

工事完了報告 

※１ 

 

標識設置から 

60日(30日)後 

30日後 

30日後 

概
ね
３
～
４
か
月
※
３ 

概ね１か月 

絶対高さ制限 

事前協議 

認定・許可申請 

住民意見聴取 

認定・許可 
同時期 

管理責任者選任届及び誓約書 

管理報告書       等 

利用開始 

管理報告書（３年ごと） 等 

工事完了に関わる手続き等については、

各計画等に従ってください。 

絶対高さ制限の認定・許可を受ける場合 

絶対高さ制限の認定・許可を受けない場合 

（許可申請手数料 16万円） 

指定値の 1.5 倍を 

超える許可の場合 

 

 

建築審査会 
（許可の場合） 

 


